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〒101-0035 

東京都千代田区神田紺屋町 5矢野ビル4F 

電話：03-3526-4277  FAX：03-3526-4276 

担当：上野・齊藤 

第 2、第 4火曜日発刊 

社会保険労務士事務所 

皆様は会社に労働関係書類の保存義務があることを知っていますか？また、書類により、法律で定められている

保存義務年数が異なっていることをご存知でしょうか？ 

労働者名簿、賃金台帳等、どのような記載が必要なのかも含め、これを機会に一度チェックしてみましょう！！ 

↓※がついているものは該当する会社では保存が必要                  ■ チェックシート ■         

法定は「３年」、但し 

退職金請求権は５年  

⇒会社によっては 

「５年」が理想 

◆労働者名簿 は次が記載されているかチェック！ 

 
◆賃金台帳 は次が記載されているかチェック！ 

 
※３０人以上の 

事業場のみ 

 

※解雇は 

その理由も 

※残業、深夜、休日  

出勤の記載も忘れずに 

その他ご不明な点は弊所までお問い合わせください 

 

 


